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１．試験概要 

（１）日程 

  CFP 試験は、毎年 2 回（6 月と 11 月の第 2・第 3 日曜日）に実施されます。 

  AFP 試験（2 級 FP 技能検定）とは異なり、隔週 2 日間による 6 分野の課目別試験で、 

課目ごとに合格が認められます。 

 

第2日目：平成27年11月15日（日） 

③ 相続・事業承継設計  15：30～17：30 

※試験問題の法令基準：平成27年4月1日の時点で、すでに施行（法令の効力発行）されて 

いるものを基準とします。 

※試験の実施日程等はご自身で試験実施団体ホームページまたは受検願書等でご確認くだ 

さい。 

 

（２）試験形式 

試験形式は各課目ともすべて四肢択一のマークシート方式で 50 問出題。 

 

（３）合格率データ  

 

■相続・事業承継設計 課目別合格率 

 H24年第1回 H24年第2回 H25年第1回 H25年第2回 H26年第1回 H26年第2回 

受験者

数 
1,907名 1,745名 1,815名 1,703名 1,815名 1,651名 

合格者

数 
743名 619名 695名 673名 695名 626名 

合 格 率 39.0％ 35.5％ 38.3％ 39.5％ 38.3％ 37.9％ 

合 格 

ライン 
― ― ― ― 33問 31問 
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２．課目別攻略法 

（１）出題論点分析 

 2 級（AFP）試験の傾向と同様に「民法」「相続税」「贈与税」「財産評価」の論点から、

まんべんなく出題される。ただし、2 級（AFP）試験と比較して詳細な内容が問われるため、

「寄与分」「海外の相続人・相続財産」「取引相場のない株式の評価」等、CFP だけの定番

問題となっている論点もある。また、「後見制度」「保険金」「土地・建物」等のテーマは、

2 級（AFP）試験で学習した他の課目との関連もあるので、2 級（AFP）試験の全課目の知

識に CFP の相続・事業承継が上乗せされるという点を意識した学習が必要である。 

 金額を解答する計算問題が 25 問程度出題されるが、個別論点の問題が多く、時間のかか

る複雑な計算や、難しい公式を覚えておく問題は少なくなっている。 

 

（２）得点戦略 

 2 級（AFP）試験で学習する内容が、そのままに出題されることも多く、設例は定型のパ

ターンが多いため、一般的に学習しやすい課目と考えられる。その結果、合格のためには

取りこぼしを少なくして、高得点を獲得する必要がある。 

まず、2 級（AFP）の知識で対応できる平易な問題を確実に解答する基礎体力を身につけ

るため、民法の相続人・法定相続分・遺言、相続税の計算体系・法定相続人の数・保険

金・退職金・小規模宅地等の評価減、贈与税の配偶者控除・相続時精算課税、財産評価の

土地・建物・上場株式等を確実に理解することが大切。 

 その土台の上に、CFP の詳細な論点となる「民法」の寄与分・二重身分・遺言、「相続

税」の納税義務者・課税財産・債務控除・配偶者の税額軽減、「財産評価」の取引相場のな

い株式等を、しっかりと積み上げて得点する。 

 どの設例も「相続人等関係図」が与えられるので、放棄・養子・国籍・住所地等を含め

て、あらゆるパターンを正確に読み取れるようにしておくこと。正誤問題は、2 級（AFP）

の知識の延長で解答できる問題も多数あるが、選択肢の文章が長いため、精読するのでは

なく、キーワードを読み取るトレーニングを繰り返しておくことが大切である。引っかけ

や詳細な特例も問われるので、要注意。計算問題は、複雑な計算が必要になる問題は少数

で、難しい計算式は与えられる場合が多いため、基本的な相続税の計算体系、贈与税の計

算体系、土地の財産評価を使えるように演習しておく。 

 

（３）標準学習時間 

    講義時間を除き、1課目あたり、80時間～100時間。 

 

（４）平成27年6月試験では 

平成 27 年 6 月試験で実際の問題をみてみましょう。 

○2 級（AFP）レベルの問題・・・・・・・・・・・問 19 

○2 級（AFP）と CFP の中間レベル問題 ・・・・・問 36 

○CFP レベルの論点 ・・・・・・・・・・・・・・問 44 
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○2級（AFP）レベルの問題 

 

問４ 

次の設例に基づき、相続税の総額等に関する以下の設問について、答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問題１９） 

（設問Ａ）松尾さんの相続に係る相続税における「遺産に係る基礎控除額」として、正しいものはどれ 

か。 

 

１．４２,０００千円 

２．４８,０００千円 

３．７０,０００千円 

４．８０,０００千円 

出典：平成27年度第1回CFP®資格審査試験 

相続事業承継設計 問 4(問題 19) 

＜設例＞ 

松尾恵子さん（以下「松尾さん」という）は、平成２７年３月２０日に東京都内の病院で死亡した。 

松尾さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、松尾さんおよびその相続人等は、全員 

日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、松尾さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、 

各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 甥の妻

 姉の夫

 夫

 松尾さん（被相続人）

 妹

 甥の子

母（すでに死亡）

 姉（すでに死亡）

 甥（すでに死亡）

父（すでに死亡）

 

 

＜相続税の速算表＞ 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 

１０,０００千円以下   １０％ － 

１０,０００千円超    ３０,０００千円以下 １５％ ５００千円  

３０,０００千円超    ５０,０００千円以下 ２０％ ２,０００千円  

５０,０００千円超   １００,０００千円以下 ３０％ ７,０００千円  

１００,０００千円超   ２００,０００千円以下 ４０％ １７,０００千円  

２００,０００千円超   ３００,０００千円以下 ４５％ ２７,０００千円  

３００,０００千円超   ６００,０００千円以下 ５０％ ４２,０００千円  

６００,０００千円超 ５５％ ７２,０００千円  
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○2 級（AFP）レベルの問題・2 級（AFP）と CFP の中間レベルの問題 

 

問８ 

次の設例に基づき、不動産の相続税評価に関する以下の設問について、答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設例＞ 

増田和弘さん（以下「増田さん」という）は、東京都内に所有している甲宅地の有効利用について 

検討している。なお、甲宅地の状況等は以下のとおりであり、各設問間に関連はないものとする。 

 

 

＜甲宅地＞ 

１０ｍ １０ｍ

建物Ｂ

Ａ部分（建物Ａの敷地）
１５０㎡

Ｂ部分（建物Ｂの敷地）
１５０㎡

路線価
２００千円

１５ｍ

路線価３００千円

甲宅地（３００㎡）

建物Ａ

 

 

・地区区分 普通住宅地区 

・奥行価格補正率（奥行１０ｍ以上２４ｍ未満） １.００ 

・側方路線影響加算率 

角地 ０.０３ 

準角地 ０.０２ 

・その他の補正率については、考慮しないものとする。 

・借地権割合 ６０％ 

・借家権割合 ３０％ 

・甲宅地は、借地権の設定に際して権利金その他一時金を支払う取引上の慣行がある地域にある。 

・建物Ａおよび建物Ｂは、いずれも戸建て住宅である。 
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（問題３６） 

（設問Ｃ）仮に、建物の状況が以下のとおりであった場合、甲宅地の相続税評価額として、正しいもの 

はどれか。なお、小規模宅地等の特例については考慮しないものとする。 

区分 建物の所有者 建物の利用状況 備考 

建物Ａ 増田さん 貸家 それぞれ賃貸借契約により賃貸中であり、賃貸割合は 

１００％である。また、賃借人は同一人ではない。 建物Ｂ 増田さん 貸家 

 

１．７４,２９２千円 

２．７４,５３８千円 

３．７４,７８４千円 

４．７５,２７６千円 

 

出典：平成27年度第1回CFP®資格審査試験 

相続事業承継設計 問 8(問題 36) 
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○CFP レベルの論点 

 

問１１ 

次の設例に基づき、事業承継等に関する以下の設問について、答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設例＞ 

ＳＡ株式会社（以下「ＳＡ社」という）およびＳＢ株式会社（以下「ＳＢ社」という）の代表取締 

役社長である大垣健二さん（以下「大垣さん」という）は、将来の事業承継および相続対策につい 

て検討している。ＳＡ社およびＳＢ社の状況等は以下のとおりである。大垣さんおよびその親族は、 

全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、大垣さんの所有財産はすべて日本国内にある。 

なお、各設問間に関連はないものとする。 

 

 

［ＳＡ社およびＳＢ社の状況］ 

●株主構成 

株主 両社役職 
ＳＡ社 ＳＢ社 

保有株数 持ち株比率 保有株数 持ち株比率 

大垣さん 代表取締役社長 ４３,０００株 ８６％ ２０,０００株 １００％ 

大垣さんの長男 取締役 ７,０００株 １４％ ０株 ０％ 

合計 ５０,０００株 １００％ ２０,０００株 １００％ 

 

●資本金等の状況 

会社名 ＳＡ社 ＳＢ社 

資本金等の額 ５０,０００千円  １０,０００千円  

１株当たりの類似業種比準価額 ２,４００円  ７００円  

１株当たりの純資産価額 １,８００円  １,２００円  

１株５０円当たりの配当金額 

（普通配当） 

直前期 年２円  

直前々期 年２円  

直前期 年０円  

直前々期 年０円  

 

●会社区分等 

・ＳＡ社およびＳＢ社の株式は「取引相場のない株式」であり、すべて普通株式で、１００株に 

つき１個の議決権がある。 

・ＳＡ社およびＳＢ社の株式評価上の会社規模は以下のとおりである。 

ＳＡ社：中会社（Ｌの割合０.６） 

ＳＢ社：小会社（Ｌの割合０.５） 

・ＳＡ社およびＳＢ社は特定の評価会社には該当しない。 

 

［その他］ 

・株式の評価方式については、それが複数あり任意に選択できる場合には、評価額が最も低くな 

るような評価方式を選択するものとする。 

・配当還元価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。 

 

次頁に続く 
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（問題４４） 

（設問Ａ）仮に、大垣さんが保有するＳＡ社の株式３,０００株を長男に贈与した場合、長男の受贈株 

式に係る贈与税額の計算上、１株当たりの相続税評価額として、正しいものはどれか。 

 

１．１,８００円 

２．２,０４０円 

３．２,１６０円 

４．２,４００円 

 

 

 

 

出典：平成27年度第1回CFP®資格審査試験 

相続事業承継設計 問 11(問題 44) 

＜配当還元価額の算式＞ 

 

配当還元価額＝              ×         

 

（注）その株式に係る年配当金額は、１株当たりの資本金等の額を５０円とした場合の金額とす 

る。また、その株式に係る年配当金額が２円５０銭未満および無配のものにあっては、２ 

円５０銭とする。 

 

［株主の区分に応じた評価方式］ 

区分 株主の態様 評価方式 

同族株主の 

いる会社 

同族株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合 

が５％未満 

の株主 

中心的な同族株主がいない場合 

中心的な同族株

主がいる場合 

中心的な同族株主 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 同族株主以外の株主 

同族株主の 

いない会社 

議決権割合の 

合計が１５％ 

以上の、株主 

グループに属 

する株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合 

が５％未満 

の株主 

中心的な株主がいない場合 

中心的な株主が 

いる場合 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 議決権割合の合計が１５％未満の株主グループに属する株主 

 

その株式に係る年配当金額 

１０％ 

その株式の１株当たりの資本金等の額 

５０円 
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出題内容 平成25年1回 平成25年2回 平成26年1回 平成26年2回 平成27年1回 出題数
失踪宣告他 2 1
相続税法上の相続人 1 1 1 1 1 5
養子 1 1 1 1 4
相続人の欠格 1 1 1 1 4
相続人の廃除 1 1 1 3
相続人の不存在 0
民法上の法定相続分 1 1 1 1 1 5
特別受益者 1 1 1 1 1 5
寄与者の相続分 1 1 1 1 1 5

相続の承認と放棄 相続の承認と放棄 1 1 1 1 1 5
遺産の分割 遺産分割協議他 1 1 1 1 4
遺贈 包括遺贈と特定遺贈 1 1 1 1 4

その他 2 2
自筆証書遺言 1 1 1 1 1 5
公正証書遺言 1 1 1 1 1 5
遺言執行者 1 1

遺留分 遺留分の計算 1 1 1 1 1 5
遺留分に関する民法の特例 遺留分に関する民法の特例 1 1 1 3

成年後見制度 2 2 1 2 1 8
制限納税義務者 1 1 1 1 4
無制限納税義務者 1 1 1 3
非居住無制限納税義務者 1 1 1 1 4
各種規定の適用関係 1 3 1 1 6
課税価格の計算 1 1 2

未分割遺産に対する課税 相続税の取扱い 1 1
生命保険金等 生命保険金等 1 1 1 2 1 6
退職手当金等 退職手当金等 1 1 1 1 1 5

債務控除限度額 1 1 1 1 4
債務控除 1 1 2

生前贈与加算 生前贈与加算 1 1 1 3
相続税の課税価格の計算等 1 1 2
相続税の総額の計算 1 1 1 1 4
相続税額の加算 1 1
遺産に係る基礎控除額 1 1 1 1 4

贈与税額控除 贈与税額控除 1 1 1 1 4
軽減額 1 1 2
配偶者に対する相続税額の軽減 1 1 1 1 1 5

未成年者控除 未成年者控除 1 1
障害者控除 障害者控除額 1 1 1 1 4

贈与税額の計算 1 1 2 1 5
贈与税の非課税財産 1 1

贈与税額の計算 贈与税額の計算 1 1 1 1 4
贈与税の配偶者控除 贈与税の配偶者控除 1 1 1 1 4
直系尊属から贈与を受けた場合の特例 課税価格の計算 1 2 1 1 5
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合 贈与税の非課税 1 1 2
暦年課税 贈与税額の計算 1 1

贈与税額の計算 1 1
相続時精算課税制度 1 2 3

住宅取得資金等係る相続時精算住宅取得資金等係る相続時精算 1 1 1 3
期限内申告書の提出義務者等 相続税の申告手続き等 1 1 2
申告手続とその是正手続 相続税の納付手続き等 2 2 4

準確定申告等 1 1 1 3
相続税の延納 相続税の延納 1 1 1 3
物納 相続税の物納 1 1 1 1 4
連帯納付義務 連帯納付義務 1 1

自用地の評価 1 1 1 1 1 5
貸家建付地の評価 1 1 1 1 4

家屋および家屋の上に存する権利 自用家屋、貸家の評価 1 1 1 1 1 5
特定居住用宅地等 1 1 1 1 4
小規模宅地等の選択 1 1

上場株式 上場株式の評価 1 1 1 1 2 6
原則的評価方式 1 1 1 1 2 6
土地保有特定会社 1 1 2
特例的評価方式 1 1 1 1 1 5

預貯金 預貯金 1 1
ゴルフ会員権 ゴルフ会員権 1 1 1 1 1 5

相続対策 相続評価の低減対策 不動産の贈与を利用した相続対策 1 1
自社株の評価減対策 自社株の株価の引下げ対策 1 1 2
従業員持株会 従業員持株会 1 1
株式公開の仕組み 株式公開とＭ＆Ａ 1 1 1 3
取引相場のない株式等に係る相続税の特例相続税の納税猶予の特例 1 1 2
取引相場のない株式等に係る贈与税の特例贈与税の納税猶予の特例 1 1 1 3

譲渡制限株式 1 1 1 3
※表中の数字は出題数です。

相続人

不動産の評価

債務控除

相続税の課税価格

相続分

遺言

納税義務者と課税財産の範囲

小規模宅地等の特例

■CFP資格審査試験　　　相続事業承継設計出題分析とTACテキスト対応表

事業承継対策

相続時精算課税制度

配偶者に対する相続税額の軽減

贈与税の非課税制度

株式その他の財産の評価

相続および贈与税の納付

各人の納付すべき相続税額

相続時精算課税制度の内容

宅地および宅地の上に存する権利

取引相場のない株式

算出相続税額の計算

民法編

納付すべき贈与税額

相続税および贈与税の申告

TACテキスト（テーマ）

 

 

 

 

 


